
 

市営住宅入居申し込みと手続きについて 

１．入居の募集について 

 市営住宅の募集方法は、２通りあり「広報たかはし」等でお知らせしています。 

（１）定期募集  ５月・９月・１月（年３回）に行います。 

（２）随時募集  定期募集で応募のなかった物件について募集し、申し込みは先着順となります。 

 

２．入居者資格について 

 市が管理する住宅へ入居する場合には、住宅に応じた入居者資格が必要です。  

 

 ※住宅困窮要件とは（次のいずれかに該当する場合） 

  

※裁量世帯とは（市営住宅の場合） 

 「高齢者世帯」、「障害のある方の世帯」、「中学校卒業前までの子どもがいる世帯」、 

「都市計画区域外の住宅に入居する世帯」などです。 

住宅困窮要件、裁量世帯等の詳細はご相談ください 

３．手続きの流れについて  

※申込書は申込資格がある方のみに配布します 

【添付書類】 ①世帯全員の所得がわかるもの（所得証明書） 

②世帯全員の住民票（本籍・続柄記載のあるもの） 

③市町村税の未納のない証明書 

④その他必要書類（申込理由により添付書類が異なります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※入居までに要する期間 定期募集・・約 1 か月半 随時募集・・約１か月 

 

 市営住宅 単独住宅 地域優良賃貸住宅 特定公共賃貸住宅 地域住宅 

所 得 要 件 
上限 158 千円 

（裁量：上限 214 千円） 

104 千円を超える

者 

158 千円以上 487 千円以下 

（裁量 40 歳未満 123 千円以上） 
158 千円以上 259 千円以下 なし 

住宅困窮要件 あり なし 申込者 の状 況に よ る 

個 別 要 件 

単身者は間取りが 2 室以下に限る 

※ただし有漢・成羽・川上・備中地

域の市営住宅は除く 

18 歳未満の扶養 

親族があること 

同居親族があるこ

と 

当該地域に居住す

る必要があること 

※単身入居可 

共 通 要 件 
暴力団員ではないこと 

市町村税を滞納していないこと 

１ 住宅以外の建物に居住している。  ６ 他世帯同居で、世帯数と部屋数が適当でない。  

２ 老朽化した危険な住宅に居住している。  ７ 正当な立ち退き要求を受けているが、立ち退き先がない。 

３ 衛生上有害な住宅に居住している。  ８ 勤務先から著しく遠隔地に居住している。  

４ 他世帯同居で、著しく生活の上の不便を受けている。 ９ 収入に対して家賃が著しく高額である。  

５ 住宅がないため親族と同居できない。  10 その他(災害被害・結婚・離婚等) 
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４．契約手続きについて 

（１）緊急連絡人の選定（契約に際し緊急連絡人１人が必要となります。） 

緊急連絡人の 

条    件 

１ 未成年者でない別居の親族のもの 

※該当するものがいない場合は、親族でない個人または法人（勤め先）が緊急連絡人に 

なることもできます 

２ 確実に連絡が取れるもの 

（２）敷金の納付…敷金は家賃の３か月分です。（礼金、仲介手数料等は不要） 

 

５．入居にあたって 

（１）入居開始できる日は、契約を締結してから概ね３日後になります。 

（２）駐車場のある住宅でも、１戸につき１台分のみです。（２台目以降は団地外に駐車場を確保していただきます） 

（３）町内会に加入して団地内のルールを守り、円満な団地生活を営んでください。 

 

６．世帯の月収額の計算 

入居しようとする世帯全員の所得から世帯の控除額合計を差し引き 12 で割ったもの。 

①所得額について                     ②控除額について 

 

 

 

 

 

 

計算式：①      円 ― ②      円÷12 ヵ月＝         円（世帯の月収額） 

 

○控除の種類 

控除の種類 控除額 

ア．給与年金控除 １人につき１０万円 ※所得額が 10 万以下の場合はその額 

イ．同居及び扶養控除 1 人につき 38 万円 

ウ．特定扶養控除 1 人につき 25 万円 
エ．老人扶養控除 1 人につき 10 万円 

オ．寡婦（夫）控除 27 万円 ※所得額が 27 万円以下の場合はその額 

カ．ひとり親控除 35 万円 ※所得額が 35 万円以下の場合はその額 

キ．障害者控除 １人につき 27 万円 

ク．特別障害者控除 １人につき 40 万円 

 

７．世帯の月収額と申し込みができる住宅 

世帯の月収額 

申込みができる住宅 

市営 単独 地優賃 特公賃  地域 

原則 裁量  原則 40 歳未満   

0 円～104,000 円 ○ ○     ○ 

104,001 円～122,999 円 ○ ○ ○    ○ 

123,000 円～158,000 円 ○ ○ ○  ○  ○ 

158,000 円～214,000 円  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

214,001 円～259,000 円   ○ ○ ○ ○ ○ 

～487,000 円   ○ ○ ○  ○ 

487,001 円～487,000 円   ○    ○ 

◆お問い合わせ◆  高梁市土木部都市整備課住宅係 電話：0866-21-0237 

 所得額 

A さん  

B さん  

C さん  

合計 ① 

 控除額 

A さん  

B さん  

C さん  

合計 ② 

※所得額は 
・所得証明書 
・源泉徴収票の所得金額 

（収入額ではありません） 


